
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年 4 月 21 日 

 

プルデンシャル生命保険株式会社 

 

保険金即日支払サービスの上限額を 500 万円に拡大 

 

プルデンシャル生命保険株式会社（代表取締役社長兼CEO 一谷 昇一郎）は 21 日より、保険金即日

支払サービス※による支払い上限額を従来の 300 万円から 500 万円に拡大します。 

 

同サービスは、お客さまが亡くなられたとき、死亡診断書（または火葬許可証）のコピーと簡易支払請求

書だけで保険金の一部を、最短で即日にお支払いするものです。1997年 4月、当社が日本の生命保険会

社で初めて導入しました。日々お客さまと接するライフプランナー（営業社員）の「葬儀費用など多額の現

金が必要になるお客さまをサポートする方法はないか」という問題提起から実現したものです。 

 

サービス開始以来これまでに 3,044件、約 78 億 6 千万円をお支払いしています（2014 年 3 月末現在）。

当社の調査では、多くのお客さまが葬儀費用の支払いや医療費の清算など、お急ぎの支払いに同サービ

スによる保険金を充てられています。よりお客さまの利便性を高めるために上限額を 500 万円まで拡大す

ることを決めました。 

 

当社はライフプランナーによるオーダーメイドの生命保険を販売し、一生涯のパートナーとしてお客さま

に寄り添い、安心をお届けすることを使命としています。今後もお客さまのさまざまなニーズにお応えする

ために、質の高いサービスを追求してまいります。 

 

 

※ご契約より 2 年を経過した契約等の制限があります。 

※ご契約の際には、「契約概要」、「注意喚起情報」および「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 
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